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         時事寸考             

シーダ・ウォーク施設長・医師の吉田です。医学用語と法律用

語には日常用語からかけ離れていて難しいものが多数あります。

法律用語は勝手に作り替えるわけにはいきませんからやむを得な

いところがありますが学校教育でもう少し教えるといいのにとは

思います。一方、医学用語では病名などの勝手に変更できないも

の以外に、他にもっと簡単な言い方があるものも多数あります。

最近の医学生教育では模擬医療面接といった実習があり、専門用

語を使いすぎると注意されます。でも医療関係者同士の会話にお

いて専門用語が解らないとやはり困ることになります。以下の問

題は医学生向けの INFORMA というサイトから拝借したものですが

皆様もチャレンジしてみてください。 

問題：以下の 5 つの言葉の読みを考えて下さい  

1．惹起 

2．増悪 

3．脆弱 

4．貼付 

5．易感染性 

 

答え： 

1．じゃっき    引き起こすこと 

2．ぞうあく    悪化すること 

3．ぜいじゃく   もろく弱いこと 

4．ちょうふ    貼り付けること 

5．いかんせんせい 感染しやすいこと 

 

いかがでしたか。医学生も間違えやすいので記事になっている

のですから皆様が読めなくても当然ですが、そうだとするとこの

ような言葉を使って説明しても患者さんやご家族には理解できな

いことになりますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イベント・コンサート※内容等、変更となる場合がございます。    
◆ 5 月 19 日(土) 初夏のコンサート～オペラ、ミュージカル、 

唱歌などの名曲を集めて～ 

【松尾順二さん他】 

 

 

 

 

      栄養科より今月の一押しメニュー      
             5月の行事食は 5月 5日 “こどもの

日” の昼食で〝かに散らし・すまし

汁・茶碗蒸し・鯉のぼりｾﾞﾘｰ〟をご用

意します。また、5/10には〝筍ご飯〟

5/19 は〝若竹汁〟を予定しています。

旬の食材は、味がよいだけでなく栄養

も満点です。献立には季節感のある食

材を積極的に取り入れるようにしてい

ます。お食事をしっかりとり、元気に

お過ごしください。 

          お知らせ                

 先月号に掲載しましたアロマテラピーの説明部分が間違ってお 

りました。正しくは、「アロマテラピーとは、植物に由来する芳香 

や精油の芳香を用いて、心身のトラブルを穏やかに回復し、健康 

やリラクゼーション、ストレスの解消などに役立てていく自然療 

法」です。訂正いたします。 

 

       Cedar Walker で法律相談        
 毎回、様々なテーマで法律問題を簡単に解説していただくこの

連載ですが、今回のテーマは・・・ 

         増える高齢者犯罪 

マスコミをにぎわす犯罪報道は絶えることがありません。報道

に接していると，あたかも我が国の治安は悪化の一途をたどって

いるかのように見えます。けれど，実際にはその逆で，犯罪は近

時著しく減少しています。特に，今世紀初頭には年間３５０万件

に達していた一般刑法犯の認知件数は，２０１６年には１００万

件を切る減少ぶりです。 

殺人罪の被害者数を見ると，１９５５年に被害者数２０００人

のピークを迎えた以降は減少の一途を辿り，２０１２年には５０

０人を割り込んでいます。因みに人口１０万人当たりの殺人事件

発生件数を見ると，アメリカ 4.88 件，フランス 1.58 件に対して

日本は 0.31件と圧倒的に低いのです。高い国ではブラジル 26.74

件などがあることを考えると安全な国日本という印象を強く受け

ます。 

その中で唯一例外と思えるのが，意外なことに高齢者犯罪なの

です。 

高齢者の殺人事件検挙人員はこの 20 年間でおよそ 100 名から

150名に，強盗の検挙人員はおよそ 30名から 130名に，窃盗検挙

人員に至ってはおよそ 1 万人から 3 万 4000 人に激増しています。

その結果，刑法犯の検挙人員も１万 3000 人から４万 7000 人に急

増しています。健康で長生きする高齢者が増えたことは喜ばしい

ことですが，元気で犯罪に励む高齢者が増えていることは残念で

す。 

高齢者犯罪の余波は，刑務所にも及んでいます。20年前，刑務

所に入所する高齢者数は年間 600名ほどでした。それが平成 28年

には 2500人と 4倍増しています。これまで女性高齢者が刑務所に

送られることは少なかったのですが，こちらも 20 年前の 40 名か

ら 360 名と何と 9 倍増しています。女性の活躍の時代とは言え，

こちらの活躍は遠慮していただきたいものです。 

更に，高齢者の受刑者の入所回数を見ると，初回入所者，２～

５回入所者，6 回以上入所者の割合がおよそ 7：8：9 となってお

り，何と刑務所に入るのが 6 回目以上というリピーターが最も多

いのです。安全な国日本が唯一抱える課題と言えるでしょう。 

 

桜丘法律事務所 弁護士 師子角允彬（ししかど・のぶあき） 

(電話)03-3780-0991 （WEB）http://www.sakuragaoka.gr.jp/ 

介護老人保健施設 シーダ・ウォーク 
〒１６７－００３４  東京都杉並区桃井３-４-９  
ＴＥＬ．０３-５３１１-６２６２（代） FAX.０３-５３１１-６１８０ http://www.kawakita.or.jp/ 
２０18 年 4 月 25 日発行 vol.131 編集：島田・細川・新井 

      車いすを無料で貸出します           

車いすを通院に使いたい 

自宅に外泊するときに使いたい 

旅行するのに使いたい 

ケガが治るまでの間、貸してほしい 

シーダ・ウォークでは短期間（１カ月まで）車いすを使いたい

方に無料貸出をしています。（杉並区の社会福祉協議会の車いす

貸出拠点となっています） 

当施設のご利用がなくても、高齢者

でなくても、杉並区の方であれば貸出

できます。 

（利用される方もしくはご家族が杉並

区の方が対象です。杉並区以外にお住

まいの方は、それぞれの自治体の社会

福祉協議会にお問い合わせください。） 

くわしくはシーダ・ウォーク事務室までご連絡ください。 

（03-5311-6262） 

 
活動内容 
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活動内容 

 

国際厚生事業団(JICWELS)のプログラムの為、日本

に来て介護福祉士として働いています。これから仕

事も勉強も頑張ろうと思っております。一緒に楽し

く、穏やかな関係を築くことが理想です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

FC 東京サポーターです。休日はほとんどスタジ

アムにいます。毎日利用者さんと共に笑顔で過

ごせるように頑張ります！宜しくお願い致しま

す。 

 

 

体格の大きさと力の強さが取り柄です。 

みなさんの生活をサポートできるように頑張

りますのでよろしくおねがいします！ 

派遣として 1 年間働かせていただいていまし

たが、また改めて気を引き締めてがんばりたい

と思います。よろしくお願い致します。 

 

 

河北総合病院に 7 年間勤務し、今年 4 月からシーダ・

ウォークに異動してきました。1 日も早く利用者さん

とスタッフの方の顔と名前を覚えて、毎日笑顔で頑

張りますのでよろしくお願いします！ 

 

新しい仲間が増えました！ 

よろしくお願いいたします♪ 

1 月からこちらで働かせていただいておりま

す。安全にスムーズに動ける様に勉強中です。

よろしくお願いします。 


